
文部科学省における熱中症事故防止対策について 

平成３０年８月２日 
 
 

１．これまでの取組 

（１） 熱中症に対する予防方法や応急措置等の対処法についてまとめた参考資料や

教職員用研修資料の作成、配布、周知 

・「熱中症を予防しよう－知って防ごう熱中症－」（平成 30 年 7 月 （独）日本スポーツ振興セ

ンター）  

・学校における体育活動中の事故防止のための映像資料（DVD）（平成 26年 3 月文部科学省） 

・「体育活動における熱中症予防」調査研究報告書（平成 26 年 3 月 （独）日本スポーツ振興セ

ンター） 

・学校の危機管理マニュアル作成の手引（平成 30 年 2 月 文部科学省） 等 

 
（２）各教育委員会等に対し、熱中症事故の防止についての通知・事務連絡の発出 

 ○暑くなり始める前の５月 

・各都道府県・指定都市教育委員会の学校安全担当課等に通知を発出し、学校の

管理下における熱中症事故事故の防止のための適切な措置を講じるよう依頼

（p1） 

・各都道府県・指定都市スポーツ主管課に通知を発出し、スポーツ活動中におけ

る熱中症事故防止のための適切な措置を講じるよう依頼（p3） 

 ・学校安全ポータルサイトにて熱中症についての注意喚起記事を掲載 

   ○熱中症救急搬送者数等が急増する７月 

・各都道府県・指定都市教育委員会の学校安全担当課等に事務連絡を発出し、再

度注意喚起（p5） 

・初等中等教育局メールマガジンで注意喚起 

   ○随時（死亡事故の発生時等）  
・事務連絡等で改めて注意喚起 

 
（３）各教育委員会の指導主事等が集まる会議等における注意喚起 

  教職員や学校安全行政、スポーツ行政担当者等を対象とした会議等において、熱

中症の問題を取り上げて、注意喚起。 
 

（４）学校施設の空調設備の設置支援 

児童生徒の学習環境改善のため、公立の小中学校施設等への空調設備の設置に

必要な経費の一部を国庫補助。 
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２．今般の高温を受けた対応 

（１）学校における熱中症事故防止に係る注意喚起（事務連絡（７月 18 日）・メルマガ（７月 19 日）） 

体育・スポーツ活動以外で死亡事故が起きたこと、今後７月下旬にかけて高温

が続く見込みであること等を踏まえ、改めて、各都道府県・指定都市教育委員会の

学校安全担当課等に対し、 

① 気象情報等に十分留意し、活動の実施について対応を柔軟に検討すること 

②こまめな水分・塩分の補給や休憩とともに、健康観察など健康管理の徹底を図ること  

③熱中症の疑いのある症状が見られた場合の応急手当を適切に実施すること 

④夏休みを迎えるにあたり、熱中症防止のための児童生徒等への指導を行うこと 

などの万全の対策を講ずるよう依頼。（p7） 

 

（２）運動部活動における熱中症事故の防止等について対応依頼（通知（７月２０日）） 

  暑熱環境が悪化し、とりわけ夏季の運動部活動における熱中症事故の防止等生

徒の安全確保に向けた取組の強化が急務であることから、各都道府県・指定都市教

育委員会等関係機関に対し、 

① 「運動部活動の在り方に関する方針」の策定に当たり、これまでの関係通知

等を参考に、例えば高温注意情報が発せられた当該地域・時間帯における屋

外の活動を原則として行わないように明記する等、適切に対応すること 

② 高温や多湿時において、主催する学校体育大会が予定されている場合には、

大会の延期や見直し等、柔軟な対応を行うこと。なお、止むを得ない事情に

より開催する場合には、生徒の健康管理を徹底すること 

などの万全の対策を講ずるよう依頼。（p9） 

※文化部活動についても、同日付で担当部局に熱中症事故の防止について注意喚起。 

 
（３）文部科学省関連機関等への注意喚起 （事務連絡（７月１９日、２０日）） 

多くの地域住民が集まる社会教育施設（社会体育施設、文化施設を含む。）など、

学校以外の場でも熱中症事故の防止が必要であることから、各都道府県・指定都

市などに対し、熱中症事故の防止について周知。 

 

（４）学校の夏季における休業日に関する児童生徒等の健康確保に向けた対応等についての依頼 

各教育委員会等に対して、学校の夏季における休業日の延長等に関する検討を 

依頼する通知の発出を検討中。 

 

（５）学校施設の空調設備の設置支援 

既存の補助制度である学校施設環境改善交付金を活用する方針。詳細について

は検討中。 

 

（６）気象庁報道発表等関連情報の周知 （随時） 

  気象庁報道発表「西日日本と東日本における７月下旬にかけて続く高温につい

て」「７月中旬以降の記録的な高温と今後の見通しについて」等を受けて、各都道

府県・指定都市教育委員会等宛てに随時情報提供・注意喚起。 
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事 務 連 絡 
平成３０年７月４日 

 
 各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 

 各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 民 生 主 管 課 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

 各 国 公 私 立 大 学 担 当 課  御中 

 各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課  

  構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

   受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

  大 学 を 設 置 す る 各 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

各 都 道府 県 ・ 指 定 都市 ・中核市 認 定 こ ど も 園 担 当 課 

 
              文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 
 
 

熱中症事故の防止について 

 

 熱中症事故の防止については、「熱中症事故の防止について（依頼）」（平成

30 年 5 月 15 日付け 30 初健食第 4 号）により周知しているところですが、政府に

おいては、７月を「熱中症予防強化月間」と設定し、国民や関係機関への周知等

の効果をあげて、熱中症の発生を大幅に減らすよう熱中症予防の取組を推進する

こととしています。 
  熱中症は、気温・湿度などの環境条件に配慮した運動の実践や、こまめに水分

や塩分を補給し休憩を取ること、児童生徒等への健康観察など健康管理を徹底す

ることによって防止できます。関係の皆様においては、「熱中症予防強化月間」

の趣旨を踏まえて、熱中症予防のための万全の対策を行うとともに、熱中症の疑

いのある症状が見られた場合には、早期に水分・塩分補給、体温の冷却、病院へ

の搬送等、適切な応急手当等をお願いします。 
また、独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、熱中症予防について学校

種や対象別に使用できる教材カードを作成し、ホームページに掲載しています。

さらに、環境省においては、熱中症予防情報サイトにおいて「熱中症環境保健マ

ニュアル 2018」や「夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン 2018」等の

熱中症対策普及啓発資料を提供している他、熱中症の予防に有効な暑さ指数（Ｗ

ＢＧＴ）のメール配信なども行っています。各学校等におきましては、本資料等

を広く活用され、熱中症の予防に努められますようお願いします。 
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なお、各都道府県教育委員会安全主管課においては、域内の各市区町村教育委

員会及び所管の学校（大学を除く。）に対し、各指定都市教育委員会学校安全主

管課においては所管の学校に対し、各都道府県私立学校主管課においては所轄の

私立学校に対し、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共

団体の学校設置会社担当課においては所轄の学校に対し、各都道府県認定こども

園主管課においては，域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども

園に対して，お知らせいただくようお願いします。 
 
【参考資料】 
○独立行政法人日本スポーツ振興センター教材カード 

「熱中症を予防しよう」 （各学校種向け）（平成 30 年 5 月発行） 

「熱中症に気を付けよう」（各学校種向け）（平成 30 年 7 月発行） 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/card/tabid/519/Default.aspx 

 

○環境省熱中症予防情報サイト 

http://www.wbgt.env.go.jp/ 

 
 

【問合せ先】 
文部科学省初等中等教育局 
健康教育・食育課学校安全係 

 tel：03-5253-4111（2917） 

 fax：03-6734-3794 
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事 務 連 絡 
平成３０年７月１８日 

 
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 

各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

各 国 公 私 立 大 学 担 当 課 

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 事 務 局 御中 

構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を 

受けた地方公共団体の学校設置会社担当課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 
 

 
              文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 
 
 

熱中症事故の防止について 

 

 熱中症事故の防止については，これまでも「熱中症事故の防止について（依頼）」

（平成 30 年５月 15 日付け 30 初健食第 4 号）や「熱中症事故の防止について」（平

成 30 年７月４日付け事務連絡）で，関係者に対する熱中症事故防止に必要な事項

の理解の徹底及び事故防止のための適切な措置を講ずるようお願いしているとこ

ろです。 

 この度，７月１７日に愛知県において小学校１年生の児童が校外学習後に熱中

症によって死亡するという痛ましい事故が発生しました。 
事故の経緯については現在究明中ですが，今後７月下旬にかけて西日本と東日本

で高温が続く恐れがあることから，改めて，以下の点について関係者に周知徹底を

図り，熱中症事故防止に万全の対策を講ずるようお願いします。 
○気象庁が発表する情報や環境省熱中症予防情報サイト上の暑さ指数等の情報

に十分留意し，気温・湿度などの環境条件に配慮した活動を実施すること。

その際，活動の中止や，延期，見直し等柔軟に対応を検討すること。 
○活動前，活動中，終了後にこまめに水分や塩分を補給し，休憩を取るととも

に，児童生徒等への健康観察など健康管理を徹底すること。 
○熱中症の疑いのある症状が見られた場合には，早期に水分・塩分補給，体温
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の冷却，病院への搬送等，適切な応急手当等を実施すること。 
○学校の管理下における熱中症事故は，運動部活動以外の部活動や，屋内での

授業中においても発生しており，また，体がまだ暑さに慣れていない時期，

それほど高くない気温（25～30℃）でも湿度等その他の条件により発生して

いることに留意すること。 
 また，夏季休業中は，部活動や校外活動等の学校における教育活動のほか，児童

生徒等のみで活動する機会が増えることや，さらに平成３０年７月豪雨の被災地で

は，気温が上昇している中での復旧作業や生活環境の変化等により熱中症にかかる

可能性が高まることを踏まえ，安全管理のみならず，児童生徒等への指導も含めて

適切な対応をお願いします。 
  各都道府県・指定都市教育委員会におかれては，所管の学校（専修学校・各種学

校を含む。以下同じ。），及び域内の市町村教育委員会に対して，各都道府県私立

学校主管課におかれては，所轄の学校法人，学校に対して，各国公立大学担当課に

おかれては附属学校に対して，構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第

12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄

の学校設置会社等及び学校に対して，厚生労働省の専修学校主管課におかれては，

所管の専修学校に対して，都道府県認定こども園主管課においては，域内の市区町

村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対して，このことについて周知さ

れるようお願いします。 
 

【問合せ先】 
文部科学省初等中等教育局 
健康教育・食育課学校安全係 

 tel：03-5253-4111（2917） 

 fax：03-6734-3794 
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